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（注意） 

１．問題紙は３枚です。 

２．問題１と問題２の解答は、別々の解答用紙に記入してください。 

３．解答は、鉛筆、シャープペンシル、ペン、ボールペンのいずれで記入しても構いませ

ん。 

４．解答用紙の右上の「問題番号」欄に、解答した問題番号を必ず記入してください。 

 



2005 年度（平成 17 年度）金沢大学大学院法務研究科入学試験問題 

 

試験科目 刑   法 

 

※ 問題１と問題２の解答は、別々の解答用紙に記入すること。 

 

問題１ 

 被告人 X の長男 A は、かねてより無法者との噂のあった B から電話で呼び出しを受け、

押し問答の末、Bが被告人方にやってくることになるや、場合によっては Bから危害を加え

られることになるかもしれないと考え、自転車用のチエーンを携帯して B のくるのを待っ

ていた。そこへ包丁を持った B が現れたので、機先を制して二度、三度殴りつけたが、結

局は Bに追い詰められて、ついに悲鳴をあげることになってしまった。 

 自宅で待機していた X は、その悲鳴を聞き、かねてから装填されていた猟銃をつかんで

戸外へ飛び出し、自宅前で A と対峙していた B の前頸部めがけて、約５メートルの至近距

離から発砲し、散弾１０発を B の前頸部に命中させ、治療約１ヶ月を要する傷害をあたえ

た。 

 以上の事実に対し福岡高等裁判所宮崎支部は、Xに対し殺人未遂罪を肯定したが、刑法３

６条２項を適用し過剰防衛として法律上の減軽を認めた。ここで採られている同裁判所の

論理を説明した後、これに対する反論を加えなさい。 
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問題２ 

 母体保護法上の指定医であった産婦人科の開業医 X は、妊婦の依頼を受け、妊娠２６週

に入っていた胎児の中絶手術を行ったところ、妊婦は、母体外で生命を保続可能な未熟児

を出産した。Xは、自己の病院内で未熟児医療を受けさせれば、同児が短期間内に死亡する

ことはなく、むしろ生育可能であることを認識しており、かつそのような措置をとること

が迅速容易にできたにもかかわらず、同児を同病院内に放置したため、出生後２日後に死

亡させてしまった。 

 以上の事実に基づき、検察官は X を業務上堕胎罪（刑法２１４条）と保護責任者遺棄致

死罪（刑法２１９条）で起訴した。ここで検察官の採っている論理を説明した後、Xを弁護

しなさい。 

 

※ 次頁に参照法令が添付されています。 

 

 

 

 

 

以上
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参照法令  母体保護法 

（昭和二十三年七月十三日法律第百五十六号） 

最終改正：平成一三年一二月一二日法律第一五三号 

   第一章 総則  

（この法律の目的）  

第一条  この法律は、不妊手術及び人工妊娠中絶に関する事

項を定めること等により、母性の生命健康を保護すること

を目的とする。  

（定義）  

第二条  この法律で不妊手術とは、生殖腺を除去することな

しに、生殖を不能にする手術で厚生労働省令をもつて定め

るものをいう。  

２  この法律で人工妊娠中絶とは、胎児が、母体外において、

生命を保続することのできない時期に、人工的に、胎児及

びその附属物を母体外に排出することをいう。  

   第二章 不妊手術  

第三条  医師は、次の各号の一に該当する者に対して、本人

の同意及び配偶者（届出をしていないが、事実上婚姻関係

と同様な事情にある者を含む。以下同じ。）があるときは

その同意を得て、不妊手術を行うことができる。ただし、

未成年者については、この限りでない。  

一  妊娠又は分娩が、母体の生命に危険を及ぼすおそれのあ

るもの  

二  現に数人の子を有し、かつ、分娩ごとに、母体の健康度

を著しく低下するおそれのあるもの  

２  前項各号に掲げる場合には、その配偶者についても同項

の規定による不妊手術を行うことができる。  

３  第一項の同意は、配偶者が知れないとき又はその意思を

表示することができないときは本人の同意だけで足りる。  

   第三章 母性保護  

（医師の認定による人工妊娠中絶）  

第十四条  都道府県の区域を単位として設立された社団法人

たる医師会の指定する医師（以下「指定医師」という。）

は、次の各号の一に該当する者に対して、本人及び配偶者

の同意を得て、人工妊娠中絶を行うことができる。  

一  妊娠の継続又は分娩が身体的又は経済的理由により母体

の健康を著しく害するおそれのあるもの  

二  暴行若しくは脅迫によつて又は抵抗若しくは拒絶するこ

とができない間に姦淫されて妊娠したもの  

２  前項の同意は、配偶者が知れないとき若しくはその意思

を表示することができないとき又は妊娠後に配偶者がなく

なつたときには本人の同意だけで足りる。  

（受胎調節の実地指導）  

 

 

第十五条  女子に対して厚生労働大臣が指定する避妊用の器

具を使用する受胎調節の実地指導は、医師のほかは、都道

府県知事の指定を受けた者でなければ業として行つてはな

らない。ただし、子宮腔内に避妊用の器具を挿入する行為

は、医師でなければ業として行つてはならない。  

２  前項の都道府県知事の指定を受けることができる者は、

厚生労働大臣の定める基準に従つて都道府県知事の認定す

る講習を終了した助産師、保健師又は看護師とする。  

３  前二項に定めるものの外、都道府県知事の指定又は認定

に関して必要な事項は、政令でこれを定める。  

 

   第六章 届出、禁止その他  

（届出）  

第二十五条  医師又は指定医師は、第三条第一項又は第十四

条第一項の規定によつて不妊手術又は人工妊娠中絶を行つ

た場合は、その月中の手術の結果を取りまとめて翌月十日

までに、理由を記して、都道府県知事に届け出なければな

らない。  

（通知）  

第二十六条  不妊手術を受けた者は、婚姻しようとするとき

は、その相手方に対して、不妊手術を受けた旨を通知しな

ければならない。  

（秘密の保持）  

第二十七条  不妊手術又は人工妊娠中絶の施行の事務に従事

した者は、職務上知り得た人の秘密を、漏らしてはならな

い。その職を退いた後においても同様とする。  

（禁止）  

第二十八条  何人も、この法律の規定による場合の外、故な

く、生殖を不能にすることを目的として手術又はレントゲ

ン照射を行つてはならない。  

   第七章 罰則  

（第十五条第一項違反）  

第二十九条  第十五条第一項の規定に違反した者は、五十万

円以下の罰金に処する。  

（第二十五条違反）  

第三十二条  第二十五条の規定に違反して、届出をせず又は

虚偽の届出をした者は、これを十万円以下の罰金に処する。  

（第二十七条違反）  

第三十三条  第二十七条の規定に違反して、故なく、人の秘

密を漏らした者は、これを六月以下の懲役又は三十万円以

下の罰金に処する。  

（第二十八条違反）  

第三十四条  第二十八条の規定に違反した者は、これを一年

以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。そのために、

人を死に至らしめたときは、三年以下の懲役に処する。  




